
〔長久手町業務評価票：平成22年度業務〕

担当課・係名 計画課 区画整理事業係【問合せ・質問等の先 0561-56-0623】

第５次総合計画掲載
基本方針（ ）基本施策（○）

魅力ある市街地を創り出す                        

業務の名称 長久手町土地区画整理組合協議会補助金

⑴根拠法令・条例 長久手町土地区画整理組合に対する補助金交付条例

⑵実績額（千円）

年度 20 21 22見込み 23要求

交付金額

（予算額）

  300,000円

（ 300,000円 ）

  300,000円

（ 300,000円 ）

300,000円

（ 300,000円 ）
  300,000円

⑶補助率   . ％（要綱要領で認められる補助率）

⑷業務期間 開始した年度 昭和６０年度 終了（予定）年度 平成  年度

⑸業務の概要（簡潔に箇条書きで記載）

①業務目的（達成目標）
町内における土地区画整理事業及びまちづくり事業の発展と推進を図り、あわせて都市計画事業の

推進に貢献すること。

②補助対象 長久手町土地区画整理組合協議会

③平成22年度実績
長久手町土地区画整理組合協議会 300,000円

④団体の事業活動

(団体への補助の場合)

・土地区画整理事業及びまちづくり事業の啓蒙宣伝に関すること。

・会員相互の連絡協調援助に関すること。

・その他協議会の目的を達成するために必要な事業

(団体の全事業費 852千円、うち補助対象額 300千円、補助金充当率35.2％)

⑤成果指標

成果を測る指標 指標の考え方・目標値 平成20年度 平成21年度 平成22年度

ア
市街化区域内区画整

理事業施行率

市街化区域内において、

施行率を100％に近付け

る。

75.1％ 75.1％ 78.9％

イ

⑹遂行上の問題点、取組課題、改善方法（箇条書きで簡潔に記載）

本協議会の事業内容が、近年は視察研修やイベントでの保留地ＰＲ事業が中心的な活動内容となっているが、本協議会とし

てその時代に応じたさらなる効果的な事業を検討していく必要がある。

⑺評価

必要性 ４
区画整理事業の推進により、良好な宅地整備や中心市街地整備を行うことが

でき、町民の多くが快適な生活を送ることができる。
総合評価

有効性 ４
協議会活動は、町内各組合の協調、情報共有などにより、健全かつ円滑な組

合運営を行うことが可能となり、相乗的な事業効果を見込むことができる。
４


